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三
七

は
じ
め
に

状
元
宰
相
と
し
て
宋
朝
に
殉
じ
た
文
天
祥
は
、
後
世
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て

そ
の
生
き
方
が
称
賛
さ
れ
、
文
天
祥
の
存
在
を
宋
朝
士
大
夫
政
策
の
総
決
算
と

み
な
す
考
え
も
あ
っ
た
。
先
に
筆
者
は
、
当
時
の
歴
史
的
文
脈
の
な
か
に
文
天

祥
を
置
く
と
、
ど
の
よ
う
な
評
価
が
で
き
る
か
を
検
討
し
（
１
）、
そ
の
際
、
残
さ
れ

た
課
題
の
一
つ
に
文
天
祥
『
文
集
』
成
立
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

文
天
祥
の
言
動
を
知
る
最
も
基
本
的
な
史
料
は
、
文
集
に
収
録
さ
れ
た
本
人

の
著
作
で
あ
り
、
と
く
に
「
指
南
録
」「
指
南
後
録
」「
紀
年
録
」「
集
杜
詩
」
は
、

南
宋
徳
祐
二
年
（
一
二
七
六
）
正
月
二
十
日
、
臨
安
郊
外
の
皋
亭
山
に
駐
屯
し

た
伯
顔
陣
営
に
赴
い
て
か
ら
、
元
至
元
十
九
年
（
一
二
八
二
）
十
二
月
九
日
、

大
都
で
刑
死
す
る
ま
で
の
言
動
を
詳
細
に
伝
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
著
作

は
通
常
の
環
境
の
な
か
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。「
是
年
夏
五
改
元
景
炎
」

紀
年
の
後
序
を
も
つ
「
指
南
録
」
は
、
皋
亭
山
か
ら
北
に
連
行
さ
れ
る
途
中
、

京
口
で
脱
出
し
、
通
州
か
ら
海
上
に
出
て
台
州
に
上
陸
、
そ
の
後
、
陸
行
し
て

温
州
か
ら
福
州
福
安
に
至
る
ま
で
の
記
録
で
、
そ
の
後
序
は
福
州
で
書
か
れ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
、
元
軍
の
捕
虜
と
な
り
大
都
の
獄
に
至
る
ま
で

の
記
録
「
指
南
後
録
」
や
、
獄
中
の
執
筆
で
あ
る
「
紀
年
録
」「
集
杜
詩
」
は
、

い
ず
れ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
大
都
の
獄
中
か
ら
流
出
し
、
最
終
的
に
、
廬
陵
で

刊
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
文
集
』
に
収
録
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
に
は
不

明
の
点
が
多
い
。

小
論
は
、
最
初
に
今
ま
で
の
文
天
祥
『
文
集
』
版
本
の
研
究
成
果
を
簡
単
に

紹
介
し
、
次
に
獄
中
書
の
成
立
や
流
伝
つ
い
て
検
討
す
る
。
た
だ
し
中
国
で
の

基
礎
的
研
究
は
、
日
本
で
は
閲
覧
が
困
難
な
版
本
や
族
譜
な
ど
を
多
用
し
て
な

さ
れ
て
お
り
、
小
論
が
考
証
作
業
そ
の
も
の
に
付
け
加
え
る
余
地
は
殆
ど
な
い
。

一　
「
文
集
」
版
本
と
流
伝

近
年
の
最
も
詳
細
な
伝
記
で
あ
る
兪
兆
鵬
・
兪
暉
『
文
天
祥
研
究
』（
南
宋

文
天
祥
の
語
り
と
語
ら
れ
方

近　

藤　

一　

成



三
八

史
研
究
叢
書　

二
〇
〇
八
年　

人
民
出
版
社　

以
下
『
研
究
』
と
略
称
）
は
、

第
十
章
第
一
節 

著
作
流
伝
に
お
い
て
、
現
存
「
文
集
」
を
二
四
種
、
単
刊
を

含
め
れ
ば
六
〇
点
に
近
い
文
天
祥
著
作
刊
本
を
掲
げ
る
。
ま
た
「
文
集
」
版
本

の
系
統
に
つ
い
て
は
、『
宋
集
珍
本
叢
刊
』（
線
装
書
局 

二
〇
〇
四
）
八
八 

明

景
泰
（
一
四
五
〇
〜
一
四
五
七
）
刻
本
『
文
山
先
生
文
集
』
一
七
巻　

別
集
六

巻　

附
録
三
巻
に
付
け
ら
れ
た
解
題
（
劉
德
清
執
筆
）
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
お

り
、
以
下
に
摘
要
す
る
。

…
文
天
祥
全
集
は
宋
代
に
あ
っ
て
は
未
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
元
に
入

り
、
初
め
て
孫
の
文
富
が
編
集
し
て
五
〇
巻
と
為
し
て
か
ら
刻
板
が
世
に

伝
わ
っ
た
（
清
同
治
版
『
富
田
文
氏
族
譜
』
に
引
く
「
文
氏
通
譜
信
國
公

遺
翰
」）
が
、
伝
本
は
極
め
て
少
な
く
、
ま
た
他
書
に
著
録
も
見
な
い
。

元
貞
二
年
（
一
二
九
六
）、
文
天
祥
の
故
郷
で
『
文
山
先
生
文
集
』
三
二

巻
が
刻
さ
れ
、
ま
た
大
徳
元
年
（
一
二
九
七
）
に
は
『
後
集
』
七
巻
が
刻

さ
れ
て
、
こ
れ
は
道
體
堂
本
と
称
さ
れ
る
。
元
の
劉
壎
『
隠
居
通
議
』
巻

一
二
に
詳
細
な
記
事
が
あ
る
。
道
體
堂
本
原
刻
は
明
清
交
替
期
に
散
佚
し

た
が
、
そ
の
跋
語
九
条
は
後
世
の
刻
本
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
た
。
ま
た
道
體

堂
本
は
後
世
の
各
種
『
文
山
集
』
の
祖
本
で
あ
る
。『
繡
谷
亭
薫
習
録
』

の
記
載
に
よ
れ
ば
、
明
清
両
朝
で
は
文
天
祥
の
忠
義
氣
節
が
人
々
の
敬
慕

す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
詩
文
の
刊
本
は
二
〇
余
種
の
多
き
に
わ
た
っ

た
。
ま
た
鄧
碧
清
「
文
山
版
本
考
」（『
宋
代
文
化
研
究
』
第
二
集
）
の
考

証
に
拠
れ
ば
、明
清
の
刻
本
は
非
常
に
多
い
が
、そ
の
源
流
を
探
れ
ば
「
一

つ
の
源
と
二
つ
の
系
統
」
と
言
え
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
諸
版
は
同
じ
く

「
道
體
堂
本
」
を
源
と
し
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
景
泰
本
と
家
刻
本
の
二
系

統
に
分
か
れ
る
。
景
泰
本
系
統
は
、
景
泰
本
、
正
徳
張
祥
本
、
嘉
靖

懋

卿
本
、
張
元
諭
本
、
萬
暦
胡
應
皋
本
、
崇
禎
鍾
越
本
、
崇
禎
間
張
起
鵬
本

等
で
あ
る
。
家
刻
本
系
統
は
文
氏
家
族
の
翻
刻
で
あ
り
、
蓋
し
文
承
蔭
刻

本
に
端
を
発
し
、
現
存
に
は
嘉
靖
間
の
無
名
氏
刻
本
、
萬
暦
二
十
八
年
蕭

大
亨
本
、
萬
暦
崇
禎
間
無
名
氏
刻
本
が
あ
る
。
家
刻
本
系
統
は
遍
く
編
集

配
列
の
検
討
が
不
十
分
で
、
校
勘
が
綿
密
で
な
い
と
い
う
欠
陥
が
あ
り
、

そ
の
価
値
は
景
泰
系
本
よ
り
低
い
。
清
代
の
版
本
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
は

す
べ
て
明
本
の
翻
刻
で
、
家
刻
本
系
統
が
主
流
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
雍

正
三
年
の
文
氏
五
桂
堂
刻
本
の
影
響
が
最
も
強
く
、
何
度
も
翻
刻
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
は
明
代
家
刻
本
の
誤
り
を
も
踏
襲
し
て
い
る
。
結
局
の

と
こ
ろ
『
文
山
集
』
の
諸
版
を
み
れ
ば
、
そ
の
初
め
か
ら
忠
義
の
氣
節
を

表
彰
す
る
こ
と
が
本
旨
で
あ
り
、
ず
っ
と
文
集
の
編
刻
と
附
録
の
資
料
の

累
積
に
力
を
注
ぎ
、遺
文
の
収
集
や
版
本
の
比
較
は
軽
視
し
て
き
た
。『
文

山
集
』
の
完
善
本
は
今
に
至
る
ま
で
無
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
本
（
景
泰
本
）
は
韓
雍
・
陳
價
に
よ
っ
て
景
泰
六
年
に
刊
行
さ
れ

た
。
前
に
韓
雍
、
韓
陽
、
錢
習
禮
、
李
奎
の
序
が
あ
り
、
ま
た
道
體
堂
本

の
二
序
が
あ
る
。
韓
陽
な
ど
の
序
に
よ
れ
ば
、
こ
の
刻
は
尹
鳳
岐
が
館
閣

に
居
た
と
き
の
鈔
本
に
拠
り
、
轉
運
使
陳
價
の
校
勘
と
編
集
を
へ
て
正
本

が
江
西
巡
撫
韓
雍
に
上
呈
さ
れ
、
遂
に
刻
書
さ
れ
世
に
伝
わ
っ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
巻
首
の
道
體
堂
本
序
後
が
載
せ
る
跋
語
に
拠
れ
ば
「『
文
山

先
生
文
集
』
共
に
二
集
、
前
集
三
二
巻
、
後
集
七
巻
、
予
合
し
て
一
と
爲
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九

し
、
姑
く
此
れ
に
二
序
を
存
す
」
と
あ
り
、
則
ち
道
體
堂
本
の
前
・
後
集

を
合
わ
せ
て
『
文
集
』
一
七
巻
と
し
た
。
同
時
に
「
遺
稿
を
訪
求
し
、
編

次
し
て
帙
を
成
し
」
て
『
別
集
』
六
巻
と
し
、
ま
た
「
名
公
の
述
す
る
所

の
傳
記
・
哀
挽
」
を
輯
め
、
附
録
三
巻
と
し
た
（
李
奎
「
文
山
先
生
別
集

序
」）
と
い
う
。
則
ち
此
の
本
は
道
體
堂
本
に
拠
る
重
編
で
あ
り
、
そ
の

増
補
版
で
あ
る
。
道
體
堂
の
版
木
は
明
初
に
失
わ
れ
、
そ
の
本
も
明
清
交

替
の
際
に
散
佚
し
た
。
景
泰
本
は
、
こ
う
し
て
現
存
『
文
山
集
』
の
最
も

早
い
版
本
と
な
り
、
ま
た
後
世
の
諸
刻
本
の
祖
本
で
あ
る
。

日
本
で
閲
読
可
能
な
現
行
本
の
中
で
は
、
明
嘉
靖
三
十
九
年
張
元
諭
刻
『
文

山
先
生
全
集
』
を
底
本
と
し
、
各
種
版
本
で
校
勘
し
た
熊
飛
等
校
点
の
活
字
本

『
文
天
祥
全
集
』（
江
西
人
民
出
版
社
一
九
八
七
年
）
が
最
善
で
あ
ろ
う
。
小
論

の
『
文
山
集
』
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
（
以
下
『
全
集
』
と
略
称
）。
た
だ
こ
れ

は
簡
体
字
な
の
で
、
引
用
に
際
し
て
は
適
宜
旧
字
に
変
え
た
。

以
上
の
よ
う
に
現
存
「
文
集
」
の
祖
本
は
既
に
失
わ
れ
た
道
體
堂
本
で
あ
り
、

道
體
堂
本
考
察
の
手
が
か
り
は
景
泰
本
に
収
録
さ
れ
た
二
つ
の
序
文
と
、
巻
三

御
試
策
一
道
か
ら
巻
一
二
大
使
司
回
ま
で
九
箇
所
に
付
け
ら
れ
た
「
道
體
堂
謹

書
」
と
記
す
長
短
の
按
語
で
あ
る
。
な
お
後
者
の
按
語
は
、
四
部
叢
刊
『
文
山

先
生
全
集
』
を
始
め
、
現
存
「
文
集
」
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

二　

道
體
堂
本
に
つ
い
て

道
體
堂
本
序
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
ま
ず
元
貞
二
年
（
一
二
九
六
）

冬
至
日
の
紀
年
を
も
つ
第
一
の
序
は

文
山
は
日
ご
ろ
数
十
大
冊
の
「
文
山
随
筆
」
と
「
累
奉
御
札
」「
告
身
」「
革

齋
先
生
手
澤
」
を
行
李
に
入
れ
持
ち
歩
い
た
が
、
丁
丑
（
一
二
七
七
）
以

後
の
混
乱
の
な
か
で
「
草
莽
」
に
託
し
た
の
ち
そ
れ
ら
は
行
方
知
れ
ず
に

な
っ
た
。
八
方
手
を
尽
く
し
て
回
収
に
努
め
た
が
僅
か
し
か
入
手
で
き
ず
、

そ
れ
ら
宝
祐
乙
卯
三
年
（
一
二
五
五
）
か
ら
咸
淳
甲
戌
十
年
（
一
二
七
四
）

ま
で
の
詩
文
を
門
類
に
編
集
し
年
代
別
に
並
べ
た
が
、
非
常
に
不
十
分
な

も
の
で
あ
る
。
…
…　

科
挙
の
諸
答
案
は
昔
に
（
南
宋
）
黄
冊
が
刊
行
さ

れ
て
お
り
、「
年
譜
」「
集
杜
」「
指
南
録
」
は
甲
戌
以
降
の
著
作
で
あ
る

か
ら
こ
こ
の
編
年
に
は
入
ら
な
い
。「
吟
嘯
」
と
題
し
た
文
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
本
屋
が
勝
手
に
名
付
け
た
題
で
適
当
で
な
い
。
実
際
は
「
指
南
録
」

の
別
集
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
説
明
を
集
の
初
め
に
つ
け
読
者
に
告

げ
る
。

と
あ
る
（
２
）。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
文
天
祥
が
常
時
携
帯
し
て
い

た
原
稿
・
文
書
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
官
僚
は
皆
な
自
分
の
地

位
を
証
明
す
る
官
文
書
、
す
な
わ
ち
告
身
や
勅
黄
、
印
紙
暦
子
を
持
ち
歩
い
て

い
た
（
３
）。「
累
奉
御
札
」「
告
身
」
は
、
そ
れ
ら
を
指
す
。
加
え
て
詩
文
な
ど
十
数

冊
に
な
る
「
文
山
随
筆
」
は
、
後
に
「
文
集
」
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
著
作

で
あ
る
。
第
二
に
、
編
年
化
さ
れ
た
の
は
咸
淳
十
年
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
降

の
作
品
は
そ
の
中
に
入
ら
な
い
と
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
景
泰
本
の
巻
一
の

詩
か
ら
巻
一
七
の
楽
府
、
上
梁
文
、
公
牘
、
文
判
ま
で
に
相
当
し
、
別
集
巻
一

の
「
指
南
録
」
以
下
、
巻
六
「
紀
年
録
」
ま
で
は
そ
れ
以
外
と
い
う
こ
と
に
な



四
〇

る
。
第
三
は
、
こ
の
文
天
祥
携
行
の
行
李
が
、
一
二
七
七
年
、
恐
ら
く
元
軍
の

攻
勢
が
厳
し
く
な
っ
た
八
月
以
降
、
失
わ
れ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
当
時
の

文
天
祥
の
動
き
み
る
と
、
こ
の
年
の
前
半
は
江
西
各
地
で
蜂
起
し
た
義
軍
に
呼

応
し
て
贛
州
会
昌
県
を
回
復
し
、
さ
ら
に
北
上
、
雩
都
県
で
元
軍
を
破
り
、
興

国
県
に
入
っ
た
。
だ
が
勢
い
は
こ
こ
ま
で
で
贛
州
と
吉
州
の
城
攻
め
が
失
敗
す

る
と
一
旦
吉
州
東
北
の
永
豊
県
ま
で
移
動
し
、
そ
こ
か
ら
南
下
す
る
元
軍
の
大

軍
に
追
わ
れ
な
が
ら
吉
州
と
贛
州
境
界
近
く
の
空
坑
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
文

天
祥
側
の
軍
は
潰
滅
状
態
で
あ
っ
た
。
離
散
し
た
妻
子
は
元
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
、

部
下
の
犠
牲
と
周
囲
の
機
転
に
よ
り
文
天
祥
は
身
一
つ
で
落
ち
延
び
た
。
行
李

を
「
草
莽
に
託
し
た
」
の
は
、
こ
の
と
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
地
図
で
空
坑
村

を
確
認
す
る
と
、
実
は
文
天
祥
の
故
地
で
あ
る
吉
安
市
富
田
鎮
と
は
直
線
距
離

に
す
る
と
東
に
四
〇
キ
ロ
も
離
れ
て
い
な
い
。
そ
の
間
に
は
幾
つ
も
の
山
が
あ

る
か
ら
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
廬
陵
県
城
と
富
田
が
約
五
〇
キ
ロ
で
あ

る
か
ら
、
道
體
堂
本
編
者
に
と
り
、
文
天
祥
手
稿
は
遥
か
彼
方
の
地
で
行
方
不

明
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
大
徳
元
年
丁
酉
（
一
二
九
七
）
中
秋
日
の
序
は

「
文
山
先
生
文
集
」
は
す
で
に
美
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、（
天
祥
の
詩

文
で
）
散
佚
し
た
も
の
は
な
お
多
い
。
そ
れ
で
も
手
元
に
珍
蔵
し
て
い
る

者
か
ら
間
々
出
る
こ
と
が
あ
る
。
今
、
新
た
に
入
手
し
た
も
の
を
前
と
同

様
に
編
類
し
『
後
集
』
と
し
、
さ
ら
に
収
集
に
努
め
増
補
し
て
い
る
（
４
）。

と
い
う
。
前
集
か
ら
一
年
も
た
た
ず
し
て
後
集
の
刊
行
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

景
泰
本
は
二
つ
の
道
體
堂
版
『
文
山
先
生
文
集
』
序
を
採
録
し
た
後
に
二
字

下
げ
て
、「
文
山
先
生
文
集
共
二
集
。
前
集
三
十
二
巻
、
後
集
七
巻
、
子
（
予
）

合
而
爲
一
、
姑
存
二
序
于
此
」
と
記
し
、
さ
ら
に
双
行
注
の
形
で
「
以
上
、
俱

舊
集
所
載
」
と
付
け
加
え
る
。
こ
の
双
行
注
が
な
け
れ
ば
、
景
泰
本
が
初
め
て

道
體
堂
本
前
後
集
を
一
書
に
合
刻
し
て
刊
行
し
た
と
素
直
に
理
解
で
き
る
の
だ

が
、「
舊
集
」
は
何
を
指
す
の
か
、
ま
た
「
俱
」
は
道
體
堂
序
と
「
合
而
爲
一
」

と
い
う
注
記
の
二
つ
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
景
泰
本
以
前
の
刊
本
の
情

報
は
、
事
実
が
確
認
で
き
な
い
文
富
編
五
十
巻
本
を
除
け
ば
、
な
い
。

前
節
の
景
泰
本
解
説
に
い
う
韓
陽
の
序
に
は
、「
文
山
集
」
写
本
に
つ
い
て

二
つ
の
記
述
が
あ
る
。
一
つ
は
父
韓
経
の
蔵
書
に
あ
っ
た
祖
父
の
手
写
本
二
帙

で
、
こ
れ
は
不
完
全
本
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
ま
た
二
度
目
の
火
災
で
灰
燼
に
帰

し
た
。
ち
な
み
に
韓
経
は
紹
興
の
人
で
韓
琦
の
十
二
世
の
孫
と
い
う
。
も
う
一

本
が
景
泰
本
の
底
本
に
な
っ
た
翰
林
侍
讀
尹
鳳
岐
の
写
本
で
、
館
閣
在
任
中
に

（
館
蔵
の
）
完
本
を
書
写
し
た
と
い
う
。
按
察
副
使
陳
价
が
吉
州
で
尹
鳳
岐
か

ら
借
り
て
刻
し
た
の
だ
が
、
こ
の
写
本
が
道
體
本
前
後
集
を
合
せ
て
書
写
し
て

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
写
本
が
そ
の
舊
集
と
い
う
こ
と
に
な
り
双
行
注
は
矛
盾
な

く
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
単
な
る
憶
測
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
可
能
性
は
低

い
。道

體
堂
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』『
文
山
集
』
二
一

巻
は
、「
文
天
祥
に
文
山
道
體
堂
観
大
水
記
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
文
山
門
か

ら
入
り
障
東
橋
を
過
ぎ
る
と
道
體
堂
で
あ
る
云
々
と
称
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の

堂
は
そ
の
里
中
（
村
）
の
名
勝
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
郷
の
人
は
（
道
體
堂
を
）

刊
行
の
地
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
記
す
（
５
）。
号
の
由
来
で
あ
る
文
山
は
、
咸
淳
七



文
天
祥
の
語
り
と
語
ら
れ
方

四
一

年
（
一
二
七
一
）
に
天
祥
が
新
た
に
家
を
建
て
た
地
で
あ
り
「
廬
陵
南
百
里
」

に
位
置
し
た
。
四
十
三
歳
で
引
退
し
て
そ
の
山
水
を
楽
し
む
生
活
を
送
ろ
う
と

計
画
し
た
地
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
江
上
有
変
」（
襄
陽
の
危
機
、
モ
ン
ゴ
ル

軍
南
下
）
を
聞
き
、
工
事
は
中
断
、
た
だ
廰
堂
の
み
が
建
て
ら
れ
て
終
わ
っ
た
、

と
い
う
（
６
）。
以
上
か
ら
、
文
天
祥
由
来
の
道
體
堂
が
「
文
山
先
生
文
集
」
の
刊
行

元
の
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
は
分
か
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
物

が
関
係
し
て
い
た
の
か
の
記
載
が
な
く
、
ま
た
従
来
の
研
究
で
も
指
摘
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
以
下
少
し
推
測
し
て
み
た
い
。

先
に
文
集
中
に
は
「
道
體
堂
謹
書
」
の
按
語
が
九
箇
所
あ
る
と
述
べ
た
が
、

そ
の
最
初
の
巻
三
御
試
策
一
道
に
は
、
殿
試
を
受
験
し
た
と
き
の
文
天
祥
に
つ

い
て
、
河
魚
の
食
あ
た
り
に
苦
し
み
な
が
ら
宮
廷
内
会
場
に
臨
ん
だ
姿
を
短
い

文
章
で
活
写
し
て
い
る
。
こ
れ
が
創
作
話
で
な
い
な
ら
、
身
近
に
い
た
人
物
で

な
け
れ
ば
書
き
得
な
い
内
容
で
あ
る
。
一
方
、
同
巻
己
未
上
皇
帝
書
は
、
父
の

喪
が
明
け
て
初
め
て
出
仕
し
た
年
の
上
奏
文
に
つ
け
ら
れ
た
注
で
、
状
元
及
第

者
へ
の
恩
典
を
得
る
た
め
の
門
謝
を
め
ぐ
る
経
緯
を
記
す
（
７
）。
最
終
的
に
恩
典
を

得
て
秘
書
正
字
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
文
中
に
秘
書
正
字
の
誥
辞
の
一

部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
道
體
堂
が
、
行
方
不
明
で
あ
っ
た
文
天
祥
携

行
の
行
李
に
収
め
ら
れ
て
い
た
「
累
奉
御
札
」「
告
身
」
な
ど
の
官
文
書
を
も

回
収
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
ま
た
秘
書
正
字
を
授
与
さ
れ
る
経
緯
を
身
近

に
あ
っ
て
目
睹
し
た
人
物
は
弟
の
文
璧
で
あ
っ
た
。
前
稿
で
述
べ
た
と
お
り
、

兄
文
祥
と
宝
祐
四
年
の
殿
試
に
臨
ん
だ
璧
は
、
父
の
看
病
の
た
め
に
受
験
を
断

念
、
進
士
登
第
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
喪
明
け
の
開
慶
元
年
に
兄
と
と
も

に
上
京
し
、
兄
は
門
謝
を
願
う
活
動
を
、
弟
は
殿
試
の
受
験
に
向
か
い
、
首
尾

よ
く
進
士
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
小
論
は
、
道
體
堂
本
に
は
文
璧
の
影
が
色
濃
く
見
え
る
と
言
い
た

い
の
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
辛
未
（
至
元
十
八
年
一
二
八
一
）
の
夏
、
前
年

よ
り
大
都
に
滞
在
し
た
文
璧
は
、
獄
中
の
兄
か
ら
託
さ
れ
た
著
作
と
と
も
に
南

帰
す
る
に
あ
た
り
、
墓
所
の
位
置
や
形
、
墓
誌
銘
を
鄧
光
薦
に
依
頼
す
る
こ
と

な
ど
を
認
め
た
遺
書
を
受
け
取
っ
た
（
８
）。
そ
の
文
璧
の
死
は
、
大
徳
二
年
（
一
二

九
八
）
十
一
月
二
十
一
日
、
後
集
刊
行
の
翌
年
で
あ
る
。
劉
岳
申
の
文
璧
墓
誌

銘
は
、「
又
た
丞
相
の
遺
文
を
求
め
、
而
し
て
之
れ
を
梓
に
傳
う
」
と
記
す
の

で
（『
申
齋
集
』
巻
一
三
）、
璧
が
道
體
堂
本
刊
行
を
主
導
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確

か
と
思
わ
れ
る
。
文
璧
の
周
り
に
は
か
れ
が
元
朝
に
仕
え
た
こ
と
を
理
解
す
る

人
士
は
多
か
っ
た
が
、
さ
す
が
に
大
義
に
殉
じ
た
兄
の
文
集
を
自
分
の
名
前
で

編
纂
・
刊
行
す
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
徳
祐
以
降
の
著
作
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。『
四
庫
提
要
』
は
、

「
江
西
副
使
陳
价
、
廬
陵
處
士
張
祥
、
先
後
之
れ
を
刻
し
、
附
す
る
に
指
南
録

一
巻
、
後
録
二
巻
を
以
っ
て
す
。
則
ち
徳
祐
丙
子
、
天
祥
、
使
を
奉
じ
元
營
に

入
り
て
自
り
、
閒
道
浮
海
、
師
を
閩
粤
に
誓い

ま

し
め
、
燕
邸
に
羇
留
せ
ら
れ
、
患

難
中
に
手て

自づ

か
ら
編
定
せ
る
者
な
り
。
吟
嘯
集
は
則
ち
當
時
書
肆
の
刊
行
す
る

所
、
指
南
録
と
頗
る
相
複
出
す
。
紀
年
録
一
巻
、
亦
た
天
祥
、
在
獄
時
の
自
述

す
る
所
、
後
に
又
た
復
た
衆
説
を
集
め
、
以
っ
て
之
れ
を
益
す
。
惟
だ
集
杜
詩

の
み
、
世
久
し
く
単
行
せ
る
を
以
っ
て
、
未
だ
収
入
を
經
ず
」
と
記
す
。
最
後

の
集
杜
詩
に
つ
い
て
は
、
陳
价
景
泰
本
の
別
集
巻
五
は
集
杜
詩
で
あ
り
、『
四



四
二

庫
提
要
』
の
記
述
が
張
祥
刻
本
の
み
に
該
当
す
る
こ
と
は
、
既
に
鄧
碧
清
「《
文

山
集
》
版
本
考
」（『
宋
代
文
化
研
究
』
第
二
集　

一
九
九
二
）
が
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
道
體
本
に
指
南
録
以
下
が
未
収
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
提
要
』

が
述
べ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
節
を
改
め
て
獄
中
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三　

獄
中
書
の
南
伝

「
指
南
録
」「
指
南
後
録
」「
吟
嘯
集
」「
集
杜
詩
」「
紀
年
録
」
が
、
ど
の
よ

う
に
執
筆
さ
れ
、
我
々
が
今
、
そ
れ
ら
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
ど
の
よ

う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
か
の
検
証
が
、
本
節
の
課
題
で
あ
る
。
ま
ず
獄
中
書
に

つ
い
て
の
、
次
の
記
事
を
検
討
す
る
。

「
紀
年
録
」（『
全
集
』
巻
一
七
）
辛
巳
（
至
元
十
八
年
一
二
八
一
）
の
注
に

正
月
元
日
、
公
爲
書
付
男
陞
。
公
在
縲
絏
中
、
放
意
文
墨
、
北
人
争
傳
之
。

公
手
編
其
詩
、
盡
辛
巳
歳
爲
五
巻
。
自
譜
其
平
生
行
事
一
巻
。
集
杜
甫
五

言
句
爲
絶
句
二
百
首
、
且
爲
之
叙
。
其
詩
自
五
羊
至
金
陵
爲
一
巻
、
自
呉

門
歸
臨
安
、
走
淮
至
閩
詩
三
巻
、
號
指
南
録
、
以
付
弟
璧
歸
。
…

と
あ
る
。
養
子
の
陞
宛
て
に
書
簡
を
認
め
た
と
い
う
記
事
に
続
け
、
獄
中
の
詩

文
を
北
人
が
争
っ
て
伝
え
た
こ
と
、
南
帰
す
る
璧
に
そ
れ
ら
の
著
作
を
託
し
た

こ
と
を
記
す
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
辛
巳
の
年
ま
で
の
詩
を
自
ら
編
集
し

て
五
巻
と
し
た
と
あ
る
。
稲
垣
裕
史
氏
は
、
劉
岳
申
「
文
丞
相
傳
」
の
記
事
も

参
照
し
て
、
五
巻
は
「
指
南
後
録
」
の
こ
と
と
す
る
（
９
）。
ち
な
み
に
現
行
本
「
指

南
後
録
」
は
、
管
見
の
限
り
巻
一
（
上
・
下
）
か
ら
巻
三
ま
で
の
三
巻
構
成
で

あ
る
。
こ
の
五
巻
を
「
指
南
後
録
」
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
「
五
羊
自
よ
り
金

陵
に
至
る
を
一
巻
と
爲
す
」
が
「
指
南
後
録
」
の
巻
一
（『
全
集
』
は
巻
一
下
）

で
あ
る
か
ら
記
述
が
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
文
天
祥
が
「
指
南
録
」
後

の
詩
文
の
う
ち
「
過
零
丁
洋
」
以
下
、
恵
州
に
あ
る
「
後
録
本
」
を
合
わ
せ
一

巻
と
し
た
こ
と
は
、
庚
辰
正
月
二
十
日
の
紀
年
を
も
つ
自
注
で
述
べ
ら
れ
て
お

り
（「
後
録
」
巻
一
末
尾
）、
ま
た
「
後
録
」
の
内
容
は
時
期
や
版
本
に
よ
っ
て

も
異
同
が
あ
り
、
こ
の
記
事
と
現
行
本
と
の
細
か
な
対
応
関
係
を
見
つ
け
る
こ

と
は
難
し
い
。
次
の
「
平
生
の
行
事
」
一
巻
が
「
紀
年
録
」
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
文
」
に
対
し
て
「
集
杜
甫
」
二
百
首
一
巻
、「
指
南

後
録
」
一
巻
、「
指
南
録
」
三
巻
を
ま
と
め
て
、
全
「
詩
」
五
巻
と
記
し
た
と

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
壁
が
南
帰
す
る
辛
巳
夏
に
は
「
後
録
」
巻

二
が
既
に
存
在
し
て
い
る
の
で
、「
後
録
」
を
一
巻
の
み
と
す
る
の
も
不
自
然

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
記
載
に
つ
い
て
は
後
考
を
待
ち
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
獄
中
書
が
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
刑
死
の
前
年
に
壁
の
南
帰
と
と

も
に
南
伝
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

『
研
究
』
は
「
著
作
流
伝
」
な
ど
で
、
上
記
以
外
の
獄
中
書
流
伝
の
記
録
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
引
用
し
て
お
く
。
ま
ず
厳
密
に
は
獄
中
書
で
は
な
い

が
「
指
南
録
」
に
つ
い
て
、
文
天
祥
は
広
州
か
ら
大
都
に
連
行
さ
れ
る
と
き
に
、

先
述
の
現
行
「
指
南
後
録
」
巻
一
上
に
あ
た
る
部
分
を
恵
州
の
文
璧
に
残
し
、

同
時
に
不
完
全
な
「
指
南
録
」
も
文
璧
に
与
え
た
ほ
か
、「
手
ず
か
ら
書
き
写

し
た
「
指
南
録
」
両
冊
を
鄧
光
薦
と
曽
宗
甫
に
手
渡
し
た
」
と
す
る
（
二
五
二

頁
、
典
拠
は
『
武
城
曾
氏
十
四
修
族
譜
』（
民
国
十
一
年
刻
本
）
収
録
の
鄧
光
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三

薦
「
兵
部
松
龍
墓
誌
銘
」）。
ま
た
「
後
録
」
一
巻
上
が
恵
州
教
授
謝
崔
老
に
送

ら
れ
て
い
る
（
三
〇
九
頁　

典
拠
は
光
緒
六
年
刻
本
「
指
南
後
録
」
巻
一
上
虎

頭
山
跋
語
中
の
文
天
祥
の
言
葉
。『
全
集
』
未
収
録
）。
ほ
か
に
、
龔
開
「
文
丞

相
傳
」
は
、龔
開
曰
く
と
し
て
、「
青
原
の
鄧
木
之
（
楡
）
蔵
の
文
公
真
筆
の
「
紀

年
」
を
見
た
。
皆
な
小
草
で
首
尾
が
整
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
写
本
を
得
て
、
天

祥
の
生
涯
を
把
握
し
伝
を
書
い
た
。
…
」
と
「
紀
年
録
」
に
つ
い
て
紹
介
し
て

い
る
（
三
二
三
頁　

龔
開
は
淮
陰
の
人
。
嘉
定
十
五
年
生
、
大
徳
十
一
年
没
。

青
原
は
廬
陵
県
東
部
の
青
原
山
近
辺
。「
文
丞
相
傳
」
は
明
程
敏
政
『
宋
遺
民

録
』
一
〇
に
収
録
。『
全
集
』
一
九
附
録
碑
伝
）。
確
か
に
、
こ
の
龔
開
「
文
丞

相
傳
」
を
読
む
と
「
紀
年
録
」
本
文
の
節
略
で
あ
り
、
ま
た
現
行
「
紀
年
録
」

に
付
さ
れ
た
注
を
読
ん
で
い
る
形
跡
は
な
い
（
こ
の
こ
と
は
後
述
）。

さ
ら
に
獄
中
書
全
般
に
つ
い
て
、
天
祥
刑
死
後
、
そ
の
爪
、
遺
髪
と
遺
文
を

も
っ
て
廬
陵
に
帰
っ
た
張
弘
毅
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
（
三
二
一
頁
）。
張

弘
毅
、
字
は
毅
甫
、
千
載
心
ま
た
は
千
載
。
文
天
祥
の
友
で
天
祥
の
北
行
に
従

い
大
都
に
向
か
う
。
天
祥
が
元
朝
の
飯
を
食
す
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
た
め
、

日
々
の
食
事
の
世
話
を
し
た
と
い
う
。「
集
杜
詩
」
自
序
に
壬
午
（
至
元
十
九

年
一
二
八
二
）
正
月
元
日
の
天
祥
の
自
注
が
あ
り
、「
是
れ
前
年
に
作
る
。
自

ら
流
落
の
餘
生
を
意お

も

わ
ず
、
今
に
至
る
も
死
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。
斯
文
、
固

よ
り
存
す
、
天
、
將
に
誰
に
か
屬
せ
ん
。
嗚
呼
、
千
載
心
に
非
ざ
れ
ば
、
以
っ

て
此
れ
を
語
る
に
足
ら
ず
」
と
い
う
。
後
世
の
史
料
に
は
張
弘
毅
の
字
を
、「
千

載
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、『
全
集
』
二 

拜
羅
氏
百
歳
母
之
明
日
、
主
人
擧

酒
、
客
張
千
載
心
賦
詩
。
某
喜
、
賛
不
自
巳
、
見
之

韻
と
題
す
る
詩
が
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
「
千
載
心
」
で
あ
ろ
う
。
張
弘
毅
が
爪
や
遺
髪
を
持
ち
帰
っ

た
と
い
う
記
述
は
、
宋
史
本
伝
を
始
め
、
初
期
の
文
天
祥
伝
に
は
見
ら
れ
な
い
。

例
え
ば
劉
岳
申
「
文
丞
相
傳
」
は
、「
嘗
て
抜
き
取
っ
た
爪
歯
や
髪
を
弟
璧
に

寄
せ
、
元
朝
の
飯
は
一
食
も
口
に
し
な
か
っ
た
）
10
（

」
と
記
し
、
張
弘
毅
の
名
は
出

て
こ
な
い
。「
紀
年
録
」
の
諸
注
に
も
こ
の
話
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

同
時
代
人
の
、
王
炎
午
は
「
吉
水
の
張
千
載
弘
毅
、
燕
山
自
り
丞
相
の
髪
と
歯

を
持
っ
て
帰
る
。
丞
相
既
に
死
を
得
た
り
。
嗚
呼
」（『
吾
汶

』
四　
『
全
集
』

二
〇
附
録
二
哀
挽
詩
文
）
と
し
て
文
天
祥
の
祭
文
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
祭
文

が
特
別
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
後
述
す
る
。
こ
の
逸
話
を
後
代
に
広
め
た
の
は

陶
宗
儀
（
延
祐
三
年
一
三
一
六
生
）『
輟
耕
録
』
五 

隆
友
道
で
あ
る
。
さ
ら
に

遺
髪
な
ど
に
加
え
て
「
集
杜
詩
」
な
ど
遺
文
も
持
ち
帰
っ
た
と
し
、「
集
杜
詩
」

の
天
祥
自
注
の｢

千
載
心｣

を
張
弘
毅
と
指
摘
し
た
の
は
、
明
の
楊
士
奇
「
書

集
杜
詩
前
」「
題
文
山
集
杜
句
」（
程
敏
政
『
宋
遺
民
録
』
七
張
毅
父
）
で
あ
る
。

楊
士
奇
は
、
廬
陵
の
南
隣
り
吉
安
府
泰
和
県
の
人
で
あ
る
か
ら
、『
輟
耕
録
』

以
外
の
史
料
や
伝
承
を
独
自
に
得
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

『
研
究
』
が
「
文
天
祥
の
生
前
、
そ
の
著
作
は
人
の
収
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

徐
々
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
」（
三
二
三
頁
）
と
記
す
よ
う
に
、
先
に
引
用
し
た

「
紀
年
録
」
辛
巳
の
注
の
ほ
か
、
壬
午
の
注
に
も
「
公
、
囚
わ
れ
る
こ
と
久
し
く
、

翰
墨
は
燕
市
に
満
ち
た
。
時
に
兵
馬
司
の
吏
士
の
た
め
に
前
史
の
忠
義
伝
を
講

義
し
、
聴
く
者
は
皆
な
感
動
し
た
。
な
か
で
も
そ
の
長
の
李
指
揮
や
魏
千
戸
は

最
も
傾
倒
し
た
」
と
あ
り
、
彼
ら
を
通
じ
て
天
祥
の
文
墨
が
獄
外
に
伝
わ
っ
た

こ
と
は
十
分
想
定
で
き
る
。
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四　
「
指
南
録
」
に
つ
い
て

厳
密
に
は
獄
中
書
と
は
い
え
な
い
「
指
南
録
」
で
は
あ
る
が
、
一
二
二
七
年

に
一
旦
、
吉
州
の
空
坑
で
失
わ
れ
、
文
天
祥
の
手
元
に
は
不
完
全
な
形
で
し
か

残
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
獄
中
で
ど
の
よ
う
に
手
が
加
え
ら
れ
た
か
記
録
は

な
い
。
し
か
し
文
璧
に
託
し
た
書
の
な
か
に
指
南
録
三
巻
が
あ
っ
た
こ
と
は
先

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
他
の
獄
中
書
と
異
な
る
伝
わ
り
方

を
し
た
こ
と
を
示
す
現
存
本
が
あ
る
。

静
嘉
堂
文
庫
に
は
、
南
宋
刊
元
初
印
と
す
る
『
新
刊
指
南
録
』
四
巻
附
一
巻

二
冊
が
収
蔵
さ
れ
る
。
陸
心
源
の
「

宋
樓
」
本
で
、
毛
晋
「
汲
古
閣
」
旧
蔵

と
い
う
（『

宋
樓
蔵
書
志
』
巻
九
十
一
集
部
）。『
静
嘉
堂
文
庫
宋
元
版
圖
録　

解
題
篇
』（
一
九
九
二
）
に
載
せ
る
書
誌
情
報
に
は
、
版
式　

左
右
雙
邊
（15 

×10.7

糎
）
有
界　

毎
半
葉
八
行　

毎
行
一
六
字　

版
心
線
黑
口　

雙
黑
魚
尾　

重
疊
の
字
に
は
又
を
用
い
る　
　

宋
諱　

語
、
宋
朝
に
渉
れ
ば
上
を
空
格
に

す
る　
　

備
考　

○
こ
の
書
、
元
に
入
り
印
行
さ
れ
る
に
及
び
、
北
兵
・
文

天
祥
の
字
は
み
な
剔
去
さ
る　

○
本
書
は
史
部
に
排
列
さ
れ
て
い
る
が
、
四
庫

全
書
及
び
他
の
諸
目
録
に
は
集
部
別
集
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る　

○
蔵
書
印　

竹
塢
眞
賞　

毛
晉　

毛
氏
小
晉　

毛
晉
私
印　

汲
古
主
人　

宋
本　

汪
文
琛
印　

平
陽
汪
氏
蔵
書
印　

三
十
五
峰
園
主
人　

汪
士
鐘
印　

民
部
尚
書
郎　

鷦
安
校

勘
秘
籍　

歸
安
陸
樹
聲
蔵
書
之
記　

歸
安
陸
樹
聲
叔
桐
父
印　
　

○
秘
籍
志
巻

一
〇
ノ
四
五

と
あ
る
。
重
畳
に
「
又
」
の
字
を
使
う
こ
と
、「
賊
」
字
の
削
除
は
写
真
１
を

参
照
。
自
序
の
「
文
天
祥
」
の
名
前
も
削
去
さ
れ
て
い
る
。
墨
釘
の
例
は
写
真

２
。
両
項
の
題
目
は
「
紀
事
」
で
あ
る
。
墨
釘
の
理
由
は
不
明
。
こ
の
葉
で
は

「
聖
旨
」
の
前
二
箇
所
が
二
字
空
格
と
な
っ
て
お
り
「
虜
酋
」「
大
酋
」「
虜
」

が
削
去
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
葉
で
は
、「
胡
」「
逆
」
な
ど
、
人
名
で
は
「
呂
師

孟
」「
呂
」
が
削
去
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
稀
に
残
存
す
る
例
も
あ
る
。

こ
の
静
嘉
堂
解
題
の
南
宋
刊
元
初
印
説
は
陸
心
源
の
「
當
是
景
炎
元
年
宋
未

亡
時
所
刻
、
入
元
後
將
版

空
（
掘
っ
て
空
に
す
る
）
耳
」
と
の
見
方
を
引
き

継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、異
な
る
見
解
も
あ
る
。書
誌
学
者
の
尾
崎
康
氏
は
「
日

本
現
在
宋
元
版
解

題　

史
部
（
上
）」

（『
斯
道
文
庫
論

集
』
二
七 

一
九

九
三
）
に
お
い
て

「
字
様
は
元
末
か

ら
明
初
の
風
で
あ

り
、
自
序
の
徳
祐

二
年
か
ら
し
て
、

い
か
に
文
天
祥
が

尊
敬
さ
れ
た
に
し

て
も
、
残
命
数
年

の
南
宋
で
刊
刻
で

写真１
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五

き
た
も
の
か
、
ま
た
前
記
の
字
句
を
削
除
し
て
も
元
の
全
盛
期
に
印
行
が
許
さ

れ
た
も
の
か
。
元
の
衰
退
期
か
明
初
の
墨
筆
の
入
っ
た
本
を
底
本
と
し
て
刊
刻

し
た
も
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
の
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、と
も
か
く
も[

元

末
明
初]
刊
と
み
る
」
と
述
べ
、
南
宋
末
刊
元
初
印
を
否
定
し
、
元
末
な
い
し

明
初
に
刊
行
印
刷
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
多
く
の
宋
元
刊
本
を
実
地
調
査

さ
れ
て
き
た
尾
崎
氏
の
見
方
で
あ
る
か
ら
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し

そ
の
判
断
は
「
字
様
」
と
い
う
様
式
論
、「
感
覚
的
」
な
も
の
を
根
拠
と
す
る
。

と
す
れ
ば
、
静
嘉
堂
蔵
『
指
南
録
』
の
刊
行
時
期
を
考
え
る
上
で
、
南
宋
か
ら

元
末
明
初
ま
で
の
吉
州
版
刻
書
影
を
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は
あ
る

ま
い
。

ま
ず
、
南
宋
前

半
に
な
る
が
、
同

じ
廬
陵
の
周
必
大

文
集
の
家
刻
本
を

掲
載
す
る
。

写
真
３
‐
１
は
、

静
嘉
堂
文
庫
蔵

『
周
益
文
忠
公
集
』

存
七
〇
巻　

宋

樓
本
。
開
禧
二
年

（
一
二
〇
六
）
中

秋
の
序
文
を
持
つ
。

３
‐
２
は
、
国
家
図
書
館
蔵
の
同
集
存
二
巻
（
書
稾
）
で
静
嘉
堂
蔵
本
と
同
版
。

『
中
国
版
刻
図
録
』（
一
九
八
三
年
復
刻　

初
版
一
九
六
〇
年
北
京
図
書
館
）
は
、

嘉
泰
四
年
（
一
二
〇
四
）
の
周
必
大
没
後
の
家
刻
本
と
す
る
。
刻
工
名
は
嘉
泰

前
後
の
吉
州
地
区
の
名
匠
で
あ
る
と
し
、
同
じ
く
家
刻
本
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』

『
文
苑
栄
華
』
と
合
わ
せ
「
廬
陵
三
絶
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
記
す
。『
中
国

版
刻
図
録
』
に
掲
載
さ
れ
る
、
そ
れ
ら
二
本
の
書
影
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

４
‐
１
に
つ
い
て
『
中
国
版
刻
図
録
』
は
、
慶
元
二
年
（
一
一
九
六
）
の
周

必
大
家
刻
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
原
刻
吉
州
本
（
存
一
三
三
巻
）
と
し
、
こ
の

後
、
南
宋
の
江
西
地
区
で
は
行
款
版
式
を
同
じ
く
す
る
翻
刻
本
が
作
ら
れ
、
一

般
に
は
誤
っ
て
吉
州
本
と
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
欧
陽
脩
研
究

写真２

写真３-１



四
六

者
の
東
英
壽
氏
は
、
日
本
、
中
国
、
台
湾
現
存
宋
版
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
比

較
研
究
に
よ
っ
て
、
４
‐
１
は
原
刻
で
は
な
く
後
の
翻
刻
と
す
る
（「
周
必
大

原
刻
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
学
論
集
』
四

〇　

二
〇
一
一
）。
原
刻
は
、
国
家
図
書
館
が
所
蔵
す
る
南
宋
刊
本
一
〇
点
の

一
つ
、
存
四
巻
の
「
鄧
邦
述
跋
本
」
と
い
い
、
そ
の
結
論
の
是
非
は
、
東
論
文

の
考
証
を
別
途
検
討
し
て
判
断
い
た
だ
く
と
し
、
そ
こ
で
の
も
う
一
つ
の
主
張

を
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
日
本
で
は
早
く
か
ら
天
理
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本

『
歐
陽
文
忠
公
集
』（
存
一
二
七
巻
）
が
４
‐
１
と
同
版
で
あ
り
（
写
真
５
‐
１
）、

そ
れ
ら
は
慶
元
二
年
刊
と
推
定
さ
れ
て
き
た
が
、
東
氏
は
既
に
天
理
本
は
周
必

大
原
刻
本
で
は
な
く
、
必
大
の
息
子
周
倫
が
修
訂
し
た
版
本
の
系
統
に
属
す
こ

と
を
論
証
し
て
い
る
（「
天
理
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て
」『
中
国
文
学

写真４-１写真４-２

写真３-２
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七

論
集
』
三
〇　

二
〇
〇
一
）。
さ
ら
に
前
掲
二
〇
一
一
年
の
論
文
で
天
理
本
と

国
家
図
書
館
本
の
「
居
士
集
」
巻
一
の
刻
工
名
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
が
全
く

異
な
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
同
版
で
は
な
く
覆
刻
関
係
に
あ
る
と
述
べ
る
。

周
必
大
家
刻
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
原
刻
が
、
現
存
す
る
南
宋
諸
刊
本
の
ど

れ
に
相
当
す
る
か
の
結
論
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
こ
こ
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
、

既
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
南
宋
の
孝
宗
寧
宗
期
に
刊
行
さ
れ
た
諸
本

の
刻
工
名
が
多
く
重
な
り
、
そ
の
刻
書
の
中
心
の
一
つ
に
吉
州
が
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
周
必
大
家
刻
本
と
そ
の
度
重
な
る
覆
刻
は
吉
州
刻
書
の
盛
行
を
示
す
。

さ
ら
に
写
真
５
‐
２
の
廬
陵
本
『
東
坡
先
生
詩
』
は
、
元
に
至
る
ま
で
刻
書
の

伝
統
が
続
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（『
宋
元
版
刻
図
釈
』
学
苑
出
版
社　

二

〇
〇
〇
）。

『
新
刊
指
南
録
』
が
何
時
、
何
処
で
刊
行
さ
れ
た
の
か
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
宋
末
元
初
と
元
末
明
初
の
両
説
が
あ
る
が
、
南
宋
の
周
必
大
家
刻
本
に
代
表

さ
れ
る
吉
州
本
の
伝
統
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
宋
末
元
初
説
を
一
概
に
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
も
う
少
し
検
討
を
加
え
て
み
る
。

稲
垣
裕
史
「
二
つ
の
『
指
南
録
』
自
序
」（『
中
国
文
学
報
』
七
九　

二
〇
一

〇
）
は
、
現
存
最
古
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
静
嘉
堂
『
新
刊
指
南
録
』
に
基
づ
き
、

巻
頭
に
掲
載
さ
れ
る
序
と
後
序
（
四
部
叢
刊
本
『
文
山
先
生
全
集
』
所
収
「
指

南
録
」
は
自
序
と
後
序
）
と
い
う
二
つ
の
序
文
の
内
容
を
比
較
し
、
そ
の
違
い

か
ら
「
指
南
録
」
の
成
立
過
程
を
論
証
す
る
。
内
容
の
み
な
ら
ず
句
法
や
語
句

写真５-１

写真５-２



四
八

の
レ
ベ
ル
ま
で
も
同
じ
箇
所
の
多
い
両
序
で
あ
る
が
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
そ

こ
に
は
文
天
祥
が
『
指
南
録
』
編
纂
に
こ
め
た
意
図
の
変
化
が
読
み
と
れ
る
と

い
う
。

そ
も
そ
も
、『
指
南
録
』
は
、
著
者
の
同
じ
よ
う
な
序
文
が
二
つ
冒
頭
に
掲

載
さ
れ
る
体
裁
自
体
が
異
例
で
あ
る
。
稲
垣
氏
の
結
論
を
先
に
紹
介
し
よ
う
。

両
序
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
徳
祐
二
年
（
一
二
七
六
）
閏
（
三
）
月
日
」
と
「
是

年
夏
五
（
月
）
改
元
景
炎
」
の
年
月
を
付
す
。
後
序
の
記
述
か
ら
、『
指
南
録
』

四
巻
の
構
成
は
、
巻
一
が
伯
顔
陣
営
で
の
交
渉
ま
で
、
巻
二
が
北
へ
の
連
行
か

ら
京
口
ま
で
、
巻
三
が
京
口
脱
出
か
ら
通
州
ま
で
で
、
こ
こ
ま
で
の
三
巻
を
通

州
滞
在
時
な
い
し
台
州
ま
で
の
洋
上
で
ま
と
め
、
第
一
の
自
序
を
書
き
上
げ
た
。

死
地
を
脱
し
た
安
堵
感
と
、
二
王
が
永
嘉
で
元
帥
府
を
建
て
た
こ
と
を
聞
き
二

王
に
合
流
す
る
と
い
う
希
望
が
、
自
序
の
基
本
的
な
気
分
と
な
っ
て
い
る
と
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
洋
上
お
よ
び
陸
行
し
て
登
極
し
た
端
宗
政
権
へ
の
合
流
ま
で

の
詩
作
を
巻
四
と
し
て
ま
と
め
た
上
で
作
成
し
た
後
序
に
な
る
と
、
幾
度
も
の

死
地
か
ら
の
脱
出
が
、
何
故
自
分
は
今
、
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
の
か
と
い
う

自
問
に
結
び
つ
き
、
自
序
と
は
異
な
り
、
主
君
と
親
に
対
す
る
義
を
ま
っ
と
う

す
る
た
め
に
自
分
は
生
き
な
が
ら
え
て
き
た
の
で
あ
り
、「
誓
不
與
賊
俱
生
」

「
鞠
躬
盡
力
、
死
而
後
已
」
と
然
る
べ
き
死
を
希
求
す
る
論
調
に
変
化
し
た
と

捉
え
る
。

稲
垣
氏
は
、
自
序
と
は
ト
ー
ン
が
異
な
る
後
序
に
は
、
北
に
連
行
さ
れ
た
降

伏
使
節
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
逃
亡
し
て
き
た
文
天
祥
に
は
北
の
ス
パ
イ
で
は

な
い
か
と
い
う
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
、
端
宗
政
権
か
ら

の
冷
た
い
視
線
に
対
す
る
弁
明
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

す
る
。
実
際
、
京
口
脱
出
行
で
逃
げ
込
ん
だ
真
州
で
は
北
の
ス
パ
イ
と
疑
わ
れ

て
城
外
に
放
り
だ
さ
れ
、
揚
州
で
は
城
門
に
近
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
稲
垣
氏
は
、
そ
う
し
た
背
景
か
ら
、
巻
四
を
ま
と
め
た
段
階
で
、
文
天

祥
は
先
の
自
序
に
差
し
替
え
て
後
序
を
序
と
す
る
意
向
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
述
べ
る
。
報
告
者
は
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
謝
太
皇
太
后
ら
の
降
伏

の
意
思
は
徳
祐
元
年
十
二
月
に
は
固
ま
っ
て
い
た
、
と
考
え
る
。
文
天
祥
が
、

伯
顔
の
下
に
遣
わ
さ
れ
た
翌
二
年
正
月
二
十
日
は
既
に
投
降
が
決
ま
っ
て
お
り
、

天
祥
は
投
降
に
邪
魔
な
存
在
と
し
て
朝
廷
か
ら
講
和
使
節
と
い
う
肩
書
で
体
良

く
追
い
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
祥
は
何
故
二

王
を
擁
し
て
都
か
ら
脱
出
し
た
主
戦
派
と
行
動
を
共
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
に
は
か
れ
ら
主
戦
派
内
で
役
割
を
分
担
し
た
と
い
う
形
跡
は
見
ら

れ
ず
、
単
純
に
文
天
祥
が
他
の
主
戦
派
と
良
好
な
関
係
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
別
行
動
と
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
し
た
文
天
祥
の
位
置
は
、
端
宗

政
権
に
お
い
て
も
変
ら
ず
、
二
王
の
下
で
の
抗
戦
を
望
ん
だ
文
天
祥
で
あ
る
が
、

結
局
、
政
府
内
で
は
活
動
で
き
ず
に
二
王
か
ら
離
れ
、
福
建
・
江
西
へ
の
転
戦

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

稲
垣
氏
の
、『
指
南
録
』
は
一
種
の
記
録
文
学
で
あ
り
、
端
宗
政
権
成
立
後

に
政
府
参
加
を
目
指
し
た
文
天
祥
が
、
自
ら
の
脱
出
行
を
弁
明
す
る
書
と
し
て
、

現
在
「
後
序
」
と
し
て
残
る
序
文
を
新
た
に
書
き
起
こ
し
た
と
い
う
解
釈
は
、

勿
論
、
推
測
で
あ
る
が
そ
の
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
但
し
、
そ
れ
が
定
稿
と

し
て
最
終
的
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
序
と
後
序
は
二
つ
と
も
原
稿



文
天
祥
の
語
り
と
語
ら
れ
方

四
九

の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
さ
ら
に
『
新
刊
指
南
録
』
に
は
附
巻
之
五
と
し
て
、
福
州

か
ら
南
剣
州
、
汀
州
に
進
む
道
中
で
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
「
和
自
山
」
と
自
注

な
ど
八
つ
の
詩
句
を
収
め
る
。
こ
れ
ら
は
通
行
本
で
あ
る
四
部
叢
刊
嘉
靖
本

『
文
山
先
生
全
集
』、
点
校
『
全
集
』
の
「
指
南
録
」
な
ど
は
巻
四
に
収
録
さ
れ

て
お
り
、『
新
刊
指
南
録
』
は
文
天
祥
が
最
後
ま
で
所
持
し
て
い
た
原
稿
を
そ

の
ま
ま
の
形
で
刊
行
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

で
は
そ
の
刊
行
は
何
時
、
ど
こ
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら

直
接
そ
れ
を
示
す
史
料
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
稲
垣
論
文
は
、
こ
の
問
題

を
考
え
る
上
で
の
手
が
か
り
と
な
る
指
摘
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
文
山
先
生

全
集
』
に
附
載
さ
れ
る
王
炎
午
「
生
祭
文
丞
相
」
の
解
釈
で
あ
る
。
吉
州
安
福

の
人
王
炎
午
（
一
二
五
二
‐
一
三
二
四
）
は
咸
淳
一
〇
年
の
太
学
上
舎
生
、
臨

安
開
城
の
と
き
は
父
の
丁
憂
で
安
福
に
戻
っ
て
い
た
。
文
天
祥
の
起
兵
を
聞
く

と
幕
下
に
駆
け
つ
け
従
軍
を
許
さ
れ
た
が
、
父
の
未
葬
、
老
母
の
病
の
た
め
再

び
帰
郷
、
天
祥
が
元
軍
に
捕
え
ら
れ
る
と
、「
丞
相
の
徳
に
未
だ
報
い
ず
」
と

し
て
「
生
祭
文
丞
相
」
を
書
き
上
げ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
祭
文
は
死
者
を
弔

う
文
で
あ
る
。「
嗚
呼
、
大
丞
相
死
す
べ
し
。
文
章
は
鄒
魯
、
科
甲
は
郊
、
祁
、

斯
文
は
不
朽
、
死
す
べ
し
」
か
ら
始
め
、
速
や
か
に
大
義
に
殉
ず
べ
き
理
由
を

連
綿
と
書
き
連
ね
る
。
共
に
事
の
成
り
行
き
を
慨
嘆
し
て
い
た
同
郷
の
建
康
軍

判
簽
劉
應
鳳
は
、
こ
れ
を
読
む
と
大
い
に
感
激
し
て
直
ち
に
数
十
本
を
複
製
し
、

大
都
に
連
行
さ
れ
る
文
天
祥
の
経
路
の
贛
州
か
ら
洪
州
に
先
回
り
し
て
、
駅
や

渡
し
場
、
山
中
の
店
の
壁
に
貼
っ
て
ま
わ
っ
た
。
文
天
祥
が
こ
れ
を
目
に
し
て

一
日
も
早
く
自
決
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
張

弘
毅
が
も
た
ら
し
た
爪
歯
や
遺
髪
で
文
天
祥
の
刑
死
を
確
認
し
た
王
炎
午
は

「
望
祭
文
丞
相
」
を
執
筆
、
そ
の
死
を
悼
ん
だ
が
、
そ
の
数
倍
の
長
文
で
あ
る

「
生
祭
」
は
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
元
人
か
ら
も
注
目
さ
れ
た
（
王
炎
午
『
吾

汶
藁
』
掲

斯
序
、
歐
陽
玄
序
）。

稲
垣
氏
は
、
こ
の
王
炎
午
の
「
生
祭
文
丞
相
」
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
可
死
」

の
反
覆
は
、『
指
南
録
』
後
序
を
意
識
し
た
上
で
の
書
き
方
で
あ
り
、
文
中
の

「
…
華
元
の
踉

、
子
胥
の
脱
走
、
丞
相
自
ら
幾
ど
死
す
と
叙
す
る
は
數
し
ば

な
り
。
誠
に
不
幸
に
し
て
則
ち
國
事
未
だ
定
ら
ず
、
臣
節
未
だ
明
ら
か
な
ら
ざ

る
有
り
。
今
、
鞠
躬
盡
瘁
は
則
ち
諸
葛
な
り
矣
。
…
」
を
見
れ
ば
『
指
南
録
』

を
読
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
指
摘
が
正
し
け
れ
ば
、
景

炎
二
年
（
一
二
七
七
）
の
戦
乱
な
か
で
失
わ
れ
た
文
天
祥
の
著
作
と
は
別
に
、

『
指
南
録
』
の
原
型
を
留
め
る
、
恐
ら
く
写
本
が
、
景
炎
元
年
十
一
月
、
汀
州

に
赴
い
た
王
炎
午
に
よ
っ
て
既
に
吉
州
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、『
新
刊
指
南
録
』
が
吉
州
刻
書
の
伝
統
の
な
か
で
元
初
に
刊

行
さ
れ
る
た
め
の
条
件
は
、
十
分
備
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
王
炎
午
は
、
北

宋
末
か
ら
南
宋
の
高
宗
、
孝
宗
朝
に
か
け
て
活
躍
し
た
王
庭
珪
の
族
孫
と
い
わ

れ
る
）
11
（

。
吉
州
の
士
人
社
会
に
影
響
力
を
も
つ
家
の
出
身
で
あ
り
、
南
宋
末
の
過

激
な
政
府
批
判
の
拠
点
で
あ
っ
た
太
学
の
上
舎
生
王
炎
午
の
言
動
は
、
一
方
の

輿
論
を
代
表
し
て
い
た
。
吉
州
士
人
社
会
の
動
向
は
、
文
天
祥
の
み
な
ら
ず
文

氏
一
族
へ
の
圧
力
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。



五
〇

五　

結
び
に
代
え
て
―
「
紀
年
録
」
を
め
ぐ
っ
て

獄
中
書
の
一
つ
で
あ
る
「
紀
年
録
」
は
、
文
天
祥
の
自
筆
年
譜
で
あ
る
。「
指

南
録
」「
指
南
後
録
」「
集
杜
詩
」
と
の
大
き
な
違
い
は
、
そ
れ
ら
が
基
本
的
に

詩
集
で
あ
り
、文
天
祥
自
身
の
注
が
各
所
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、「
紀

年
録
」
は
同
時
代
史
料
か
ら
収
録
し
た
各
種
記
事
が
大
量
に
付
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
あ
る
。「
紀
年
録
」
冒
頭
に
ま
と
め
て
列
挙
さ
れ
る
そ
れ
ら
を
挙
げ
る
と
、

「
宋
禮
部
侍
郎
鄧
光
薦
中
甫
所
撰
丞
相
傳
附
傳
」
同
「
海
上
録
」「
宋
太
史
氏
管

發
國
寶
（
實
）」「
至
元
間
經
進
甲
戌
（
一
二
七
四
）、
乙
亥
（
一
二
七
五
）、
丙

子
（
一
二
七
六
）、
丁
丑
（
一
二
七
七
）
四
年
野
史
」「
平
慶
安
刊
行
伯
顔
丞
相

平
宋
録
」
で
、
こ
れ
ら
に
加
え
「
指
南
前
後
録
」「
杜
句
詩
前
後
巻
」、
さ
ら
に

「
先
友
遺
老
の
話
」
や
「
舊
事
蹟
」
を
採
録
し
た
と
い
う
）
12
（

。

現
行
「
紀
年
録
」
が
誰
に
よ
っ
て
、
い
つ
編
纂
さ
れ
た
の
か
を
明
示
す
る
資

料
は
な
い
。
し
か
し
本
文
最
後
の
年
、
壬
午
（
一
二
八
二
）
の
注
が
、
大
徳
九

年
（
一
三
〇
五
）
の
文
天
祥
歐
陽
夫
人
の
死
と
埋
葬
、
至
正
元
年
（
一
三
四
一
）

時
に
河
州
で
養
老
の
日
々
を
送
る
娘
環
の
消
息
を
伝
え
て
終
わ
る
の
で
、
最
終

的
に
筆
が
擱
か
れ
た
の
は
、
天
祥
の
死
か
ら
六
十
年
経
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。「
先
友
遺
老
の
話
」
を
聞
く
に
は
少
し
時
間
が
経
ち
過
ぎ
て
お
り
、

注
は
年
月
を
か
け
て
書
き
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
平
宋
録
」
の
刊
行
は
、
大
徳
八
年
（
一
三
〇
四
）
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く

と
も
「
紀
年
録
」
冒
頭
の
出
典
記
事
は
、
そ
れ
以
降
に
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
。
鄧
光
薦
の
「
文
丞
相
傳
」
は
「
景
泰
本
」
附
録
巻
三
に
「
論
」
と
「
詩
」

が
収
録
さ
れ
る
以
外
、
管
見
の
限
り
現
存
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
佚
文
は
貴
重
で
あ

る
。「
附
傳
」
は
現
存
各
種
『
文
集
』
に
附
録
と
し
て
収
載
さ
れ
る
「
文
丞
相

督
府
忠
義
傳
」
の
こ
と
か
。「
海
上
録
」
は
次
に
述
べ
る
。「
宋
太
史
氏
管
發
國

實
」
お
よ
び
「
野
史
」
は
未
詳
。

戊
寅
（
一
二
七
八
）
の
歳
の
注
に
「
四
月
十
六
日
、
大
行
皇
帝
遺
詔
に
曰
く
」

と
し
て
、
嵐
に
遭
遇
、
体
調
を
崩
し
没
し
た
景
炎
帝
の
遺
詔
が
全
文
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
続
け
て
十
七
日
、
即
位
し
た
衛
王

の
祥
興
帝
登
宝
の
詔
全
文
が
や

は
り
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
二
十
三
日
の
景
炎
帝
に
廟
号
端
宗
を
贈
る
ま

で
の
一
連
の
儀
式
の
経
過
が
短
く
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
他
書
に
見
え
な
い
記

事
で
あ
り
、
恐
ら
く
「
海
上
録
」
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
鄧
光
薦
は
、
崖
山

の
戦
い
で
陸
秀
夫
と
同
じ
船
に
居
た
。
い
よ
い
よ
進
退
窮
ま
り
陸
秀
夫
が
幼
帝

を
背
負
っ
て
入
水
す
る
と
き
、
二
王
の
記
録
を
鄧
光
薦
に
手
渡
し
後
世
に
伝

え
る
よ
う
遺
言
し
た
。「
二
王
の
記
録
」、そ
れ
は
宰
相
の
「
日
録
」
の
類
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。『
宋
史
』
四
五
一
陸
秀
夫
傳
は
「
光
薦
、
其
の
書
を
以
っ
て
廬
陵

に
還
る
。
大
徳
の
初
め
、
光
薦
卒
し
、
其
の
書
の
存
亡
從
り
て
知
る
無
し
。
故

に
海
上
の
事
、
世
、
其
の
詳
を
得
る
な
し
、
云
々
」
と
記
す
。
し
か
し
、
こ
の

「
海
上
録
」
が
、
陸
秀
夫
か
ら
託
さ
れ
た
「
日
録
」
で
あ
る
な
ら
、
南
宋
亡
命

政
権
が
作
成
し
た
遺
詔
と
登
極
の
詔
が
伝
え
ら
れ
「
紀
年
録
」
に
収
載
さ
れ
た

理
由
も
理
解
で
き
、
そ
の
こ
と
を
『
元
史
』
陸
秀
夫
伝
の
編
者
は
知
ら
な
か
っ

た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

「
紀
年
録
」
の
庚
辰
、
辛
巳
の
本
文
は
、「
是
歳
囚
」
の
み
で
あ
る
。
最
後
の



文
天
祥
の
語
り
と
語
ら
れ
方

五
一

壬
午
本
文
に
は
、
刑
死
後
、
衣
服
の
帶
か
ら
出
て
き
た
文
天
祥
絶
筆
の
叙
と
賛

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
編
纂
者
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
庚
辰
は
、

文
璧
の
入
覲
を
右
丞
相
帖
木
児
不
花
が
世
祖
に
報
告
し
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
る
。

文
天
祥
の
弟
と
い
う
説
明
に
、
世
祖
は
「
文
天
祥
と
は
誰
か
」
と
問
い
、
博
羅

が
「
文
丞
相
」
と
答
え
、
世
祖
は
「
是
好
人
也
」
と
嘆
息
し
た
と
い
う
）
13
（

。
辛
巳

は
既
に
紹
介
し
た
璧
へ
の
獄
中
書
の
委
託
や
自
身
の
墓
地
、
鄧
光
薦
へ
の
墓
誌

銘
の
依
頼
な
ど
が
注
記
さ
れ
、
壬
午
は
主
に
鄧
伝
を
引
き
な
が
ら
、
処
刑
前
後

の
経
緯
を
詳
し
く
述
べ
、
至
元
二
十
年
（
一
二
八
三
）
に
柩
が
廬
陵
に
帰
っ
た

こ
と
、
翌
年
の
埋
葬
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
が
記
さ
れ
、
欧
陽

夫
人
、
二
人
の
娘
柳
、
環
の
消
息
を
伝
え
て
終
わ
る
。

最
後
に
、
題
目
の
「
文
天
祥
の
語
り
と
語
ら
れ
方
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

一
般
論
と
し
て
士
大
夫
の
著
作
集
で
あ
る
「
文
集
」
の
刊
行
は
、
本
人
の
言
動

（
語
り
）
を
後
世
に
伝
え
る
目
的
が
あ
る
が
、
必
然
的
に
、
そ
れ
を
編
纂
す
る

と
い
う
行
為
の
な
か
に
「
語
ら
れ
方
」
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
文
天
祥
の
場
合
、

一
旦
散
逸
し
た
著
作
の
回
収
・
編
纂
に
際
し
て
、
数
は
少
な
い
が
「
道
體
堂
謹

書
」
と
い
う
形
で
、
編
者
が
直
接
、
解
説
を
加
え
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
紀

年
録
」
で
は
注
記
の
分
量
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
特
に
最
後
の
三
年
間
は
元
朝

へ
の
仕
官
を
選
択
し
た
弟
璧
と
の
繋
が
り
が
強
調
さ
れ
、
そ
こ
に
独
自
の
「
語

ら
れ
方
」
が
見
て
取
れ
る
。
編
纂
者
が
置
か
れ
た
状
況
の
反
映
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

乾
隆
三
十
二
年
纂
修
『
文
氏
通
譜
、
信
國
公
遺
翰
』
が
伝
え
る
文
富
刻
五
〇

巻
本
『
文
山
集
』
に
つ
い
て
、
先
述
の
鄧
碧
清
氏
は
「
こ
の
刻
本
は
『
文
氏
通

譜
』
の
ほ
か
著
録
が
な
い
。
た
だ
代
々
伝
え
ら
れ
た
『
通
譜
』
の
記
述
だ
か
ら

何
ら
か
の
根
拠
は
あ
ろ
う
。
こ
の
本
そ
の
も
の
は
内
容
や
印
刷
数
、
禁
忌
に
触

れ
る
な
ど
の
要
因
に
よ
っ
て
、
伝
世
が
甚
だ
少
な
く
、
元
代
に
は
已
に
伝
わ
ら

な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」（
前
掲
書
一
九
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
小
論
は
、

可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、
景
泰
本
が
文
富
五
〇
巻
本
に
関
係
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
確
か
に
景
泰
本
の
四
人
の
序
に
は
文
富
本
に

つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
し
か
も
李
奎
の
序
の
み
は
、「
別
集
」
の
前
に
付
け

ら
れ
、
景
泰
本
が
初
め
て
道
體
堂
本
に
は
な
か
っ
た
「
指
南
録
」
以
下
を
合
冊

し
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
李
奎
序
文
に
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
述
べ
る
箇
所
も

又
な
い
。
逆
に
、
文
璧
の
次
男
で
天
祥
の
養
子
と
な
っ
た
陞
の
子
文
富
が
劉
岳

申
「
文
丞
相
傳
」
を
刊
行
し
た
年
は
、
許
有
壬
の
序
に
よ
れ
ば
、
元
統
元
年
（
一

三
三
三
）
の
こ
と
で
あ
り
、「
紀
年
録
」
注
の
最
後
の
記
事
、
娘
環
の
消
息
を

記
し
た
至
正
元
年
（
一
三
四
一
）
の
七
年
前
で
あ
る
。
富
の
正
確
な
生
没
年
は

分
か
ら
な
い
が
、
時
期
的
に
齟
齬
は
な
い
。
さ
ら
に
既
に
述
べ
た
景
泰
本
序
に

付
さ
れ
た
「
文
山
先
生
文
集
共
二
集
。
前
集
三
十
二
巻
、
後
集
七
巻
。
予
合
而

一
、
姑
存
二
序
于
此
〈
以
上
俱
舊
集
所
載
〉」
の
「
舊
集
」
を
文
富
本
と
考
え

れ
ば
、
道
體
本
を
単
純
に
合
わ
せ
た
三
九
巻
、「
指
南
録
」
四
巻
、「
指
南
後
録
」

（
巻
一
が
上
下
な
の
で
）
四
巻
、「
吟
嘯
集
」
一
巻
、「
紀
年
録
」
一
巻
、
附
伝

一
巻
で
五
〇
巻
と
な
り
、
そ
れ
を
景
泰
本
が
現
行
本
の
巻
数
に
編
集
し
た
と
い

う
推
測
も
可
能
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
獄
中
書
の
合
冊
は
文
富
の
と
き
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
鄧
氏
は
『
富
田
文
氏
族
譜
』
に
拠
っ
て
、
文
富
の
官
歴
を

至
順
初
の
興
文
署
丞
か
ら
広
湖
省
検
校
、
延
平
守
、
嘉
議
大
夫
温
州
路
総
管
と



五
二

記
し
て
い
る
。
状
況
証
拠
は
、
そ
の
文
富
本
か
ら
嘉
泰
本
へ
の
可
能
性
を
否
定

し
て
は
い
な
い
。
で
あ
れ
ば
『
文
山
全
集
』
は
、
文
璧
・
文
富
に
よ
っ
て
文
天

祥
と
元
朝
に
仕
官
し
た
富
田
文
氏
と
の
繋
が
り
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
「
語

ら
れ
て
」
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）　

近
藤
一
成
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
文
天
祥
は
何
の
た
め
に
死
ん
だ
の
か
？
―
文
天
祥
研
究

の
課
題
と
展
望
―
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
九　

二
〇
一
三
年

三
月
）。
以
下
、
前
稿
と
略
称
す
る
。

（
２
）　

先
生
平
日
著
述
、
有
『
文
山
随
筆
』
凡
數
十
大
冊
、
常
與
累
奉
御
札
、
及
告
身
、
及

先
公
太
師
革
齋
先
生
手
澤
、
共
載
行
橐
。
丁
丑
歳
（
一
二
七
四
）、
猶
挟
以
自
随
、
一

旦
委
之
草
莽
、
可
爲
太
息
。
今
百
方
捜
訪
、
僅
僅
有
此
。
因
自
寶
祐
乙
卯
（
一
二
五
五
）

後
、
至
咸
淳
甲
戌
（
一
二
七
四
）
止
、
随
門
類
略
譜
其
先
後
、
以
成
此
編
。
雖
首
尾
粗

備
、
而
遺
佚
者
衆
矣
。
如
詩
一
門
、
先
生
所
作
甚
富
、
中
年
選
體
更
多
、
今
諸
體
所
存

無
幾
、
而
選
幾
絶
響
、
更
可
浩
嘆
。
至
如
場
屋
擧
子
之
業
、
自
有
舊
子
黄
冊
板
行
。
又

如
『
年
譜
』、『
集
杜
』、『
指
南
録
』
則
甲
戌
以
後
之
筆
。
不
在
此
編
。
其
曰
『
吟
嘯
』

者
、
乃
書
肆
自
爲
之
名
、
於
義
無
取
、
其
實
則
『
指
南
』
別
集
爾
。
因
著
其
説
於
集
端
、

以

觀
者
云
。

（
３
）　

告
身
は
官
の
辞
令
、
勅
黄
は
差
遣
任
命
書
、
印
紙
暦
子
は
官
の
履
歴
書
。
詳
し
く
は

包
偉
民
「
前
言
―
南
宋
徐
謂
禮
文
書
概
況
及
其
価
値
」（『
南
宋
徐
謂
禮
文
書
』
中
華
書

局
二
〇
一
二
）、
魏
峰
「
宋
代
印
紙
批
書
試
論
―
新
発
見
の
〝
徐
謂
禮
文
書
〞
を
例
と

し
て
」（『
史
滴
』
三
五 

二
〇
一
三
）
を
参
照
。

（
４
）　

文
山
先
生
文
集
既
繡
諸
梓
矣
、
然
散
佚
尚
多
、
其
爲
人
所
行
襲
者
、
間
復
出
焉
。
今

隨
所
得
編
類
如
前
爲
後
集
、
更
當
訪
求
、
陸
續
入
集
云
。

（
５
）　

…
世
稱
道
體
堂
刻
本
。
考
天
祥
有
文
山
道
體
堂
觀
大
水
記
、
稱
自
文
山
門
入
過
障
東

橋
爲
道
體
堂
云
々
、
則
是
堂
本
其
里
中
名
勝
、
而
郷
人
以
爲
刊
版
之
地
者
也
。
…　
　

な
お
「
文
山
觀
大
水
記
」
は
巻
九
記
に
収
め
る
。

（
６
）　
「
紀
年
録
」
辛
未
、
咸
淳
七
年
の
条
。
万
縄
楠
『
文
天
祥
伝
』
三
頁
、
六
〇
頁
（
一

九
八
五　

河
南
人
民
出
版
社
）。

（
７
）　

門
謝
に
つ
い
て
は
前
稿
、
一 

官
歴　

を
参
照
。

（
８
）　

江
西
省
博
物
館
が
、
鄧
光
薦
撰
「
文
信
國
公
墓
誌
銘
」
拓
本
を
蔵
す
る
（『
全
宋
文
』

巻
八
二
六
〇　

鄧
光
薦
）

（
９
）　

稲
垣
裕
史
「
二
つ
の
『
指
南
録
』
自
序
」（『
中
国
文
学
報
』
七
九　

二
〇
一
〇
）。

劉
岳
申
「
文
丞
相
傳
」
は
、
獄
中
四
年
間
の
作
詩
は
、「
指
南
前
録
」
三
巻
、「
後
録
」

五
巻
、「
集
杜
二
百
首
」
で
皆
な
自
序
が
あ
る
、
と
い
う
（『
全
集
』
一
九　

附
録
一
）。

（
10
）　
「
嘗
裏
所
脱
爪
歯
鬚
髪
寄
弟
璧
。
始
終
未
嘗
一
食
官
飯
」

（
11
）　

王
庭
珪
に
つ
い
て
は
小
林
義
廣
「
北
宋
末
南
宋
初
吉
州
の
士
人
に
お
け
る
家
族
と
地

域
社
会
を
め
ぐ
っ
て
―
王
庭
珪
を
事
例
と
し
て
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
』
三

八　

二
〇
一
四
）
を
参
照
。

（
12
）　

正
文
乃
公
獄
中
手
書
。
附
歸
全
文
集
注
、
雜
取
宋
禮
部
侍
郎
鄧
光
薦
中
甫
所
撰
丞
相

傳
附
傳
、
海
上
録
、
宋
太
史
氏
管
發
國
寶
（
實
）、
至
元
間
經
進
甲
戌
、
乙
亥
、
丙
子
、

丁
丑
四
年
野
史
、
平
慶
安
刊
行
伯
顔
丞
相
平
宋
録
、
參
之
公
所
著
指
南
前
後
録
、
杜
句

詩
前
後
巻
、
旁
采
先
友
遺
老
話
、
舊
事
蹟
、
列

各
年
下
。

（
13
）　

博
羅
に
つ
い
て
、
前
稿
の
注
（
17
）
で
不
明
と
書
い
た
が
、
こ
こ
で
訂
正
を
し
て
お

き
た
い
。
早
稲
田
大
学
院
生
吉
野
正
史
氏
か
ら
、
博
羅
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
嶋
信
次

「
忽
必
烈
枢
密
副
使
博
羅
考
」（『
東
西
文
化
交
流
の
諸
相
』
一
九
七
一　

誠
文
堂
新
光

社　

初
出
『
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
争
』
一
九
五
一
）
に
考
証
が
あ
る
と
指
摘

さ
れ
た
。
元
の
世
祖
朝　

本
紀
九　

至
元
一
四
年
二
月
丁
亥　
「
以
大
司
農
・
御
史
大

夫
・
宣
徽
使
兼
領
侍
儀
司
事
孛
羅
爲
樞
密
副
使
、
兼
宣
徽
使
、
領
侍
儀
司
事
」
の
孛
羅

が
、
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
事
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
一
八
六
五
年
フ
ラ
ン
ス
の

Pauthier

に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
以
来
、
議
論
が
続
い
た
。Pelliot

は
マ
ル
コ
・
ポ
ー

ロ
説
を
否
定
し
、「
こ
の
樞
密
副
使
孛
羅
は
ク
ビ
ラ
イ
が
イ
ル
＝
ハ
ン
国
に
遣
わ
し
、

ラ
シ
ー
ド
・
ウ
ッ
・
デ
ィ
ー
ン
が
『
集
史
』
を
編
纂
し
た
時
に
、
詳
細
な
モ
ン
ゴ
ル
情

報
を
提
供
し
た
と
さ
れ
るPūlād Chingsāng

の
こ
と
で
あ
り
、Plāud

の
蒙
古
語
は



文
天
祥
の
語
り
と
語
ら
れ
方

五
三

Bolod

（
孛
羅
）、
ペ
ル
シ
ア
史
家
が
い
うChigsāng

は
元
朝
中
央
政
府
の
左
右
丞
相

で
あ
る
」
と
し
た
。
後
に
ぺ
リ
オ
は
一
部
考
え
を
変
え
た
が
、
以
前
か
ら
こ
の
問
題
を

検
討
し
て
い
た
前
嶋
氏
は
同
様
に
考
え
、
樞
密
副
使
孛
羅
は
ラ
シ
ー
ド
・
ウ
ッ
・

デ
ィ
ー
ン
が
記
すPūlād-aqā

と
同
一
人
物
プ
ー
ラ
ー
ド
・
チ
ン
サ
ー
ン
（Pūlād 

Chingsāng
）
で
あ
る
と
し
て
、『
元
史
』
な
ど
史
籍
に
散
見
す
る
丞
相
孛
羅
（
博
羅
）

を
考
証
す
る
な
か
で
「
紀
年
録
」
の
丞
相
博
羅
の
記
事
も
引
用
し
て
い
る
。

 
 

丞
相
博
羅
は
、
ラ
シ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
チ
ン
ギ
ス
汗
と
家
系
を
同
じ
く
す
る
モ
ン
ゴ

ル
・
ニ
ル
ン
の
一
部
族D

örbän

（
朶
魯
班
、
朶
里
辺
）
出
身
、
ク
ビ
ラ
イ
に
仕
え
、
バ
ー

ウ
ル
チ
（
宝
児
赤
、
博
而
赤
）
の
ほ
か
チ
ン
サ
ー
ン
（
宰
相
）
の
称
号
を
帯
び
て
い
た

と
さ
れ
、
か
の
地
で
没
し
た
、
と
も
指
摘
す
る
。
前
嶋
説
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
吉
野
氏
に
謝
し
、
以
上
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。


